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2 20251002 6 株式会社未来都（法人
番号2120001159689）
代表者　青栁　直樹

カブシキガイシャミライト 大阪府門真市殿島町11-6 放出 大阪市城東区放出西2-
11-32

輸送施設の使用停止
（60日車）

1 道路運送法第27条第3
項

令和7年3月5日、法令違反の疑いを端緒とし
て監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
点検整備関係義務違反【無車検運行（道路運
送車両法第58条第1項）】（旅客自動車運送事
業運輸規則第45条）

6 6

2 20251007 6 ダイヤ交通株式会社西
（法人番号
6120001026522）代表
者　山田　幸治

ダイヤコウツウカブシキガ
イシャニシ

大阪府大阪市此花区春日
出中1丁目23番16号

本社 大阪府大阪市此花区春日
出中1丁目23番16号

輸送施設の使用停止
（44日車）

1 道路運送法（以下
「法」）第13条

令和7年5月2日、苦情を端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義
務違反（法第13条）

5 5

2 20251010 6 大丸タクシー株式会社
（法人番号
1120001132052）代表
者　秋山　泰男

ダイマルタクシーカブシキ
ガイシャ

大阪府大阪市住之江区北
加賀屋5丁目5番62号

本社 大阪府大阪市住之江区北
加賀屋5丁目5番62号

輸送施設の使用停止
（80日車）

1 道路運送法（以下
「法」）第13条

令和7年6月5日、苦情を端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義
務違反(法第13条)

12 8

2 20251015 6 株式会社なみはやタク
シー（法人番号
7120001152755）代表
者　森　剛志

カブシキガイシャナミハヤ
タクシー

大阪府寝屋川市秦町315-
1

本社 大阪府寝屋川市秦町315-
1

輸送施設の使用停止
（10日車）

1 道路運送法第27条第3
項

令和7年6月12日、苦情を端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)一般準則（公
平かつ懇切な取扱い）違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第2条第2項）

1 1

2 20251021 6 東京・日本交通株式会
社（法人番号
2120001156620）代表
者　金田　隆司

トウキョウニホンコウツウカ
ブシキガイシャ

大阪府守口市金田町4丁
目7番10号1階

本社 大阪府守口市金田町4丁
目7番10号1階

文書警告 1 道路運送法第27条第3
項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の
規定に基づく通知件数（放置駐車違反）が過
去1年以内に3件に達した。「旅客自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針」（平成13年国土交通省
告示第1676号）による運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項）

0 0

2 20251027 6 加古川タクシー株式会
社（法人番号
4140001042668）代表
者　堀江　武史

カコガワタクシーカブシキ
ガイシャ

兵庫県加古川市野口町長
砂818番地

本社 兵庫県加古川市野口町長
砂824番地2号

文書警告 1 道路運送法第27条第3
項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の
規定に基づく通知件数（道路交通法令違反）
が過去1年以内に3件に達した。「旅客自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」（平成13年国土
交通省告示第1676号）による運転者に対する
指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項）

0 0

2 20251028 6 有限会社ディマンド（法
人番号
2140002015006）代表
者　村田　裕亮

ユウゲンガイシャディマン
ド

兵庫県神戸市須磨区妙法
寺字上野路1068

本社 兵庫県神戸市須磨区妙法
寺字上野路1068

輸送施設の使用停止
（40日車）

1 道路運送法（以下
「法」）第13条

令和7年6月4日、苦情を端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義
務違反（法第13条）

5 4

2 20251028 6 株式会社未来都（法人
番号2120001159689）
代表者　青栁　直樹

カブシキガイシャミライト 大阪府門真市殿島町11-6 鶴見 大阪府大阪市鶴見区横堤
3丁目6-51

文書警告 1 道路運送法第27条第3
項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の
規定に基づく通知件数（放置駐車違反）が過
去1年以内に3件に達した。「旅客自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針」（平成13年国土交通省
告示第1676号）による運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項）

6 0

5 20251029 6 日本郵便株式会社（法 ニッポンユウビンカブシキ 東京都千代田区大手町2- 日置川郵便局 和歌山県西牟婁郡白浜町 輸送施設の使用停止 1 貨物自動車運送事業 日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・

【近畿運輸局】 （別添様式）


